
 
入札説明書 

 
 西都市が発注する平成２０年度 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 西都原運動公園

テニスコート人工芝敷設工事(繰越明許分) に係る入札公告に基づく入札等については、関係
法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 
 
１．公告日  平成２１年１１月１１日 
 
２．工事内容等 
（１）工事名    平成２０年度 地域活性化・生活対策臨時交付金事業 
          西都原運動公園テニスコート人工芝敷設工事（繰越明許分） 

（以下「本工事」という。） 
 

（２）工事場所   西都市大字三宅 
 
（３）工  期   契約成立後、着手の日から平成２２年３月１９日（金）まで 
 
（４）工事概要   テニスコート人工芝敷設工 Ａ＝４，４３８．０㎡（６面） 
          テニス審判台設置 Ｎ＝６基 
 
（５）予定価格   ４０，３０２，８５７円（消費税及び地方消費税は含まない。） 
 
（６）最低制限価格 有り 
 
３．一般競争入札に参加する者の必要な資格 
  本工事に係る入札に参加する資格を有する者は、西都市建設工事等競争入札参加者資格

等に関する要綱（平成１７年１１月１日告示第１３１号。以下「資格要綱」という。）に規

定する参加資格のほか、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 
（２）資格要綱第５条により入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 
（３）手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状

況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
（４）会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第 1項（会社法の施行に伴
う関係法律の整備に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例によることとされる

場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者でないこと。 
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に規定に基づく再生手続開始の

申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
（６）民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若

しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払いが

不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全請求が常態となったと認められる者

でないこと。 
 



（７）日本国内に建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項

に規定する営業所を有し、営業活動を行っている者であること。 
（８）国又は地方公共団体が発注した工事で平成１１年度以降に元請として１コート以上の

人工芝テニスコートを施工した実績があること。 
（９）１級土木施工管理技士、２級土木施工管理技士のいずれかの資格を有する者又は法第

７条第２号イ、ロ若しくはハに該当する者を主任技術者として専任で工事現場に配置する

ことが可能なこと。（直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、入札執行日において３ヶ月以上

の雇用関係にあること。） 
（10）公告日から入札日までのいずれの日においても、資格要綱第９条の規定に基づく指名
停止または県が発注する建設工事等の契約にかかる指名競争入札参加者の資格等に関する

要綱（平成１６年宮崎県告示第２５９号。）第１０条の規定に基づく指名停止を受けていな

い者であること。 
 
４．入札参加資格審査申請書等の提出 
（１）入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書及び入札参加資格確認資料（以

下「申請書等」という。）を次のとおり提出し、本工事に係る入札参加資格の確認を受けな

ければならない。 
   なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、 
  本工事の入札に参加することはできない。 
  ア 申請書等 別紙のとおりとする。 
 イ 提出期限 平成２１年１１月１１日（水）から平成２１年１１月３０日（月）まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 
  ウ 受付時間 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
  エ 提出場所 西都市役所 財政課 契約管財係（本庁３階） 
  オ 提出方法 申請者本人又はその代理人が持参する 
（２）入札参加資格確認資料は、次のとおりとする。 
  ア 施工実績調書 
    実績が確認できる工事の施工実績を記載すること。 
  イ 施工実績を証明する書面 
    国又は地方公共団体等との契約書の写し 
  ウ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（最新のもの） 
    ※Ａ４版に縮小すること。 
  エ 返信用封筒（Ａ３サイズ 235㎜×120㎜ ８０円切手貼付） 
（３）入札参加資格確認結果は、平成２１年１２月３日（木）までに郵送する。 
（４）申請書等の作成における費用は提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。 
   また、提出期限以降の申請書等の修正及び再提出は認めない。 
 
５．入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 
（１）入札参加資格がないと認められた者は、平成２１年１２月７日（月）正午までに、西

都市長に対して書面により入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる

ものとする。 
（２）西都市長は、上記（１）の説明を求められたときは、平成２１年１２月９日（水）正

午までに、当該説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 
 
 
 



６．設計図書等を示す場所 
（１）本工事の設計図書等の閲覧は、次のとおり行う。 
  ア 閲覧場所 西都市役所 情報コーナー 
  イ 閲覧期間 平成２１年１１月１１日（水）から平成２１年１２月１５日（火）まで 
        （ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 
  ウ 閲覧時間 午前９時から午後５時まで 
（２）設計図書等の貸出しは、次のとおり行う。 
  ア 貸出し場所 西都市役所 財政課 契約管財係 
  イ 貸出し期間 平成２１年１１月１１日(水）から平成２１年１２月１５日（火）まで 
         （ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 
  ウ 貸出し時間 午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 
         ※貸出した設計図書等は、その日のうちに返却しなければならない。 
 
７．入札の日時等 
（１）入札日時     平成２１年１２月１６日（水） 午前９時００分 
（２）入札場所     西都市聖陵町２丁目２６番地 
            西都市コミュニティセンター ２階 図書室 
（３）入札の提出方法は、持参に限るものとする。 
 
８．入札方法等 
（１）入札は、入札書に必要事項を記載し記名押印のうえ封書にて行う。 
（２）入札回数は、１回とする。 
（３）落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の１００分の５に相当する

金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもっ

て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記入すること。 
 
９．入札保証金 
  西都市財務規則（昭和３９年西都市規則第７号。以下「規則」という。）第１２０条の規

定による。 
 
10．開札 
  開札は、入札者又はその代理人の立ち会いのもとに行う。入札者又はその代理人が開札

に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて開札を行う。 
 
11．入札の無効に関する事項 
  規則第１２３条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とす

る。 
 
 
12．最低制限価格 
  本工事においては、最低制限価格を設定する。 
 
13．落札者の決定方法 
  規則第１２６条の規定により予定価格以内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

ただし、最低制限価格を設けたときは、その価格以上でなければならない。 



  
14．その他 
（１）入札に参加しようとする者が 1人である場合は、本件入札の執行を取り止める。 
（２）入札参加者の情報は、落札者決定の後公表する。 
（３）同一入札日において、技術者の専任配置を必要とする案件を落札し、その他の案件に

おいても同一技術者を予定していた場合には、入札辞退すること。辞退せずにその案件を

落札した場合には、虚偽の申請を行った者のした入札とし無効とする。 
（４）開札後及び落札決定後の辞退は、原則として認めない。 
 
 
15．問合せ先 
 （入札参加資格に関すること。） 
  西都市聖陵町２丁目１番地  西都市役所 財政課 契約管財係 
  電話番号 （０９８３）４３－０３７７（直通） 
 
 （設計書に関すること。） 
  西都市聖陵町２丁目１番地  西都市役所 建設課 都市計画係 
  電話番号 （０９８３）４３－１３２１（直通） 
 
 


